国家工商行政管理総局の「『国家知的財産権戦略綱要』の徹底的な履行による商標戦略実施の強力な推進に関する意見」配布に関する通知
工商標字〔2009〕108号
各省・自治区・直轄市・計画単列市・副省級市工商局、総局各司・庁・局、各直属部門：
「『国家知的財産権戦略綱要』の徹底的な履行による商標戦略実施の強力な推進に関する意見」が総局局務会によって採決されたため、ここに配布する。真剣に実施されたい。
国家工商行政管理総局
2009年6月2日
2008年6月5日、国務院は「国家知的財産権戦略綱要」を公布し、国家知的財産権戦略の実施を決定した。商標戦略は国家知的財産権戦略の重要な構成部分である。改革開放以来、我が国は社会主義市場経済の管理監督に適した商標登録制度商標の管理体制と仕組み及び同分野の幹部陣作りを基本的に確立することで、商標事業を急速に発展させ、また商標登録、活用、保護、管理能力の漸進的な向上を実現し、社会経済の良好かつ急速な発展を促進してきた。
「国家知的財産権戦略綱要」を徹底的に実行し、商標戦略の実施を強力に推進し、各商標戦略任務を明確にし、社会経済の良好かつ急速な発展を促進するために商標が果たすべき重要な役割を十分に引き出すことを目的として、本意見を制定する。
一、商標戦略の指導思想
鄧小平理論と「三つの代表」の重要思想を指導思想とし、科学発展観を徹底的に実行し、行政管理監督、発展促進、社会全体への奉仕、権益の保護、合法的な行政の統一に取り組み、商標の法律制度を整備する。市場主体に積極的に奉仕し、企業の商標登録、活用、保護、管理能力を高め、商標が社会主義市場経済において果たすべき役割を十分に引き出し、創新型国家の建設のための強力な支えを提供し、国民経済の良好かつ急速な発展を促進する。
二、商標戦略目標
2020年までに、我が国の商標登録、活用、保護、管理レベルを世界最先端水準にまで引き上げる。商標の法治環境をいっそう整備し、商標意識を人々の心に深く浸透させ、市場主体の商標登録、活用、保護、管理能力を著しく高め、企業のイノベーション成果と合法権益が有効的に保護でき、経済発展、文化繁栄、社会建設に対する商標戦略の促進作用を発揮する。具体的目標は以下の通りである。
（一）商標保護制度をいっそう整備する。商標の法律・法規体系を健全化し、我が国の社会経済の発展及び需要に適応した商標の行政管理体制と運営仕組を確立する。商標登録出願を迅速かつ便利にし、登録審査と審判業務を科学的な効率化をすすめ、商標登録管理体制を世界最高水準にまで引き上げる。商標権の保護状況を大幅に改善し、商標の使用行為の更なる規範化をすすめ、登録商標専用権侵害行為の著しい減少をはかる。統一的かつ開放的で、競争意識が高く、秩序のある現代的な市場体系の構築に対して商標が果たすべき重要な役割を引き出す。
（二）企業独自の商標保有件数の更なる増加を推進する。我が国の企業の国内、海外における商標登録件数を着実に増加させる。国内の登録商標総数と我が国の全体的な経済規模を適応させ、市場主体の登録商標数の更なる増加をはかる。海外における登録商標件数と我が国の対外貿易における地位を適応させ、独自の商標を持つ輸出製品及びサービスが対外貿易に占める割合の大幅な引き上げを推進する。商標を我が国の企業の市場競争への参加と「走出去」（海外進出）戦略実施のための力強い支えとする。
（三）企業の管理及び商標活用能力を著しく高める。企業の商標管理体制を更に健全化し、商標権益の保護に対する投資を大幅に増加し、商標活用による市場競争への参入能力を大幅に引き上げ、商標を更に多くの企業の核心競争力と経済効果の向上の重要な要因とし、更に国家の核心競争力と総合的な実力の重要な構成部分とする。「商標富農（知的財産による農民の増収推進）」及び「商標企業振興（知的財産による企業振興）」を通してブランド産業重視の特色ある経済の発展を進め、我が国の経済発展方式の転換、都市と農村地域の統一的発展のための重要な手段とする。国内外の市場において高いシェアを占める著名商標を多く育て、発展させる。
（四）社会全体の商標意識を広く高める。各級政府は商標業務を重視し、労働、知識及びイノベーションを尊重し、法順守の徹底された知的財産文化を一歩一歩作り上げ、社会主義市場経済の特徴に合った商標文化の基礎を築く。知的財産意識を人々の心に深く浸透させ、模倣品の排斥といった健全な消費理念に対する自覚をいっそう強化する。商標知識を日増しに普及させ、商標方面の各種専門人材の大幅な発展をはかる。商標の社会環境、文化環境、法治環境を尊重、保護し、日々整備を進める。
三、商標戦略任務
　（一）商標の法律・法規体系を全面的に整備する
商標法制の構築の強化。立法過程を推進し、「商標法」の改正に力を入れ、商標登録の審査期間を短縮し、商標権利確認手続きの改善、悪意出願を防止し、商標保護強化にいっそう力を入れ、商標権の権利濫用を防止する。地理的表示の法律保護制度を更に整備する。商標審査機関から準司法機関への移管問題についての研究を行う。商標法関連の法律・法規を適時制定、改正し、商標登録及び行政法執行の際に生じる実際問題を解決する。商標立法の質的向上をはかる。商標立法の将来性についての研究を強化し、社会各界からの要求を十分に反映させる。立法の透明度を高め、企業、仲介機関、一般大衆の立法参加へのルートを開拓し広げ、改正後の商標が国情に適した、また我が国が履行を認めた国際義務と一致させる。
　（二）全面的な商標政策体系の構築を強力に推進する
経済と社会政策における商標の役割を強化する。各級政府と関係部門が商標を手がかりとして業界、地方経済発展の推進を強力に支持し、関連する経済社会発展政策を制定し実施する。地域と業界の商標戦略の制定と実施を推進する。独自のイノベーションと独自の商標育成を推進する。それぞれの地域の発展特徴に合わせて、商標の支援政策を整備し、地域の特色ある経済を育て、地域経済の調和のとれた発展を促進する。産業政策、区域政策、科技政策、貿易政策等と商標戦略を効果的に結びつける。健全で重大な経済活動の知的財産審査制度の構築を支持する。重大な科学技術プロジェクトにおける知的財産関連の業務体制の構築を支持し、商標権の獲得及び保護に関する全プロセス追跡サービスを推進する。核心となる独自の知的財産形成を促進し、商標を通して効果的にイノベーション成果を保護する。対外貿易における商標管理の強化を支持し、協調による国際紛争解決体制の構築及び整備を進める。
　（三）商標登録管理体制を創出し整備を進める。
1.商標登録及び管理についての統一指導を強化する。商標戦略実施の要求に適応し、商標行政管理体制の改革を徹底し、権限と責任の一致、合理的な業務分担、科学的な戦略決定、円滑な執行及び高い監督能力が実現された商標行政管理体制を創出する。
2.商標登録管理を強化し、商標審査の効率を高め、審査期間を短縮し、審査の質を保証する。商標審査、審理、登記受理、取り消し、公告制度を整備する。商標審査水準に対する管理体制を整備し、法に従って商標審査水準を引き上げる。国内、海外における商標登録出願の需要の高まりに適応し、2010年末までに、商標登録出願件数の大幅な増加による審査遅延問題を徹底的に解決し、商標の審査期間を12カ月以内に抑える。2012年までに、商標業務を世界的水準まで引き上げる。国家の公務員分類管理制度整備に関する全体要求に基づき、商標戦略の実施要求に適応した商標審査員管理制度の構築及び整備を進める。商標審査業務における奨励体制の更なる整備を行う。
3.より公正で効率的かつ科学的な商標審査制度を目指して同制度の整備を行う。海外の先進的な経験を十分に参考にし、漸進的に商標審査業務体制の調整を進め、商標審査の効率及び質を全面的に引き上げ、商標使用権確認の分野における紛争及び問題解決能力を高め、商標権利者及び一般大衆の合法権益を十分に保証する。国家の公務員分類管理制度完成の全体要求に基づき、商標戦略の実施要求に適応した商標審査員管理制度の構築及び整備を進める。商標審査業務における奨励体制の更なる整備を行う。
4.行政の法執行体系の構築を強化し、商標の法執行管理体制を健全化する。各級政府が打ち立てた商標意識の推進に努め、商標の保護を強化し、市場における監督管理及び法執行にとって良好な環境を創出し、統一的かつ開放的で、競争意識が高く、秩序のある全国規模の大型市場の形成を進める。各級工商管理機関は商標業務における必要性に応じて、商標管理機構を設立し、人員の配置を行う。商標に関わる行政法執行能力を強化し、安定的で効率的な商標行政法執行人材集団を作り上げる。商標事件処理の指導力を強化し、より迅速な侵害事件への対応体制及び事件処理に関わる情報コミュニケーション体制を構築する。区域間の共同による法執行及び協力制度を整備し、商標権の侵害、共同による模倣行為の取り締まり、法執行協力効果を強化する。事前警告及び応急体制を構築し、広範囲に大きな影響力を及ぼす商標紛争及び突発的事件への対応及び処理を強化する。
　（四）様々の分類に応じた指導及び市場主体による商標戦略の実施に対する支持
1.市場主体の経済活動における商標使用及び登録の導入及び推進を行う。企業に対しては、経営活動の際、事前に商標情報を検索し、自発的にリスク防止を行うよう指導する。
2.企業による商標管理及び保護の水準を大幅に向上させる。企業の商標価値評価、統計制度を奨励、支援し、商標情報検索と重大事項の事前警告等の制度を制定し、対外協力による商標管理制度を整備し、自発的な権利保護意識及び商標紛争への対応能力を向上させる。条件の整った企業による商標管理部門の設立を指導及び支援する。
3.企業による商標戦略の実施を推進する。企業の独自ブランド創造意識を全面的に高め、商標活用能力及び競争への対応能力を強化し、商標を用いて企業の技術、管理、マーケティング等の強みを整備し、独自の核心となる競争力を生み出す。企業による競争モデルの改善を指導し、技術イノベーションを強化し、製品及びサービスの質的向上を進め、商標の意義をより豊かなものとし、商標の付加価値を増やし、商標の知名度を上げ、著名ブランドを創出する。企業の商標権ライセンス、抵当などの方法で経営活動を展開することを支持し、商標権を利用した市場価値を十分に開発する。
4.企業による「走出去」（海外進出）戦略の実施を指導及び奨励する。企業の対外開放水準の向上及び国際競争への積極的な参加を支持する。国外における商標登録に関する知識の宣伝及び普及活動を強化し、企業による国際貿易における独自商標の使用及び国外における積極的な商標登録を指導し、独自商標商品の輸出製品全体に占める割合を漸進的に向上させる。企業による国際商標紛争への積極的な対応及び現地の法律や国際規則の運用による海外商標不正先行登録行為及び商標権侵害模倣行為の制止を奨励する。海外における権利保護の申し立て及び救済ルートの円滑化を進める。
5.交流プラットフォームを積極的に構築し企業を対象とした商標管理経験の交流及び宣伝についての研修を展開し、それぞれの企業に応じた指導を行う。社会経済の発展要求に見合う独自の知的財産の創造及び産業化プロジェクトへの支援を強化する。企業ブランドの育成に関する制度の研究及び制定を進め、企業による商標登録、活用、保護、管理業務を規範化する。各種商標についての試験的実施、模範活動を徹底する。試験的実施に対する追跡調査体制を確立し、モデル企業の商標戦略実施状況を全プロセスにおいて測定評価する。商標管理及び活用水準が比較的高い企業による積極的な模範活動及び先進的な経験の総括及び普及活動を奨励する。
（五）商標権利者と消費者に対する合法権益の保護を強化する
1.商標行政法執行力を拡大する。模倣等の権利侵害行為を厳しく取り締まり、公平な競争のための市場秩序を守り、商標権利者と消費者の合法権益を確実に保護する。計画的、重点的に商標保護行動を展開し、重大な権利侵害、集団的権利侵害、大規模な模倣行為などの影響力の大きい商標権侵害行為を集中的に取り締まる。農産物の商標に対する保護をいっそう強化する。展示会知的財産権保護を強化する。企業の商号と商標の権利衝突を確実に解決する。日常的な監督管理方法を新たに創出し、長期的かつ効果的な監督管理体制の構築及び整備を進める。商標権侵害情報を我が国の社会信用システムに組み入れる。
2.行政機関の商標紛争の解決における役割を十分に引き出す。商標侵害の申し立てルートを整備し、立法基準及びプロセスを規範化する。事件に対する監督・調査を強化し、通報者の各合法権益を確実に保証する。調停機能を十分に利用することで、権利者の合法権益を保証し、社会問題の解決及び社会的安定の保護を進める。
3.各行政法執行機関間及び行政法執行機関と司法機関間の連絡体制の構築及び整備を進める。税関など行政機関との法執行協力を強化し、調和のとれた統一的な商標行政保護体制を形成する。商標登録専用権を侵害する犯罪行為の刑事事件への移送処理能力を強化する。公安機関及び司法機関間の協力体制を強化し、商標犯罪が疑われる事件の移送制度の更ならなる規範化及び整備を進め、事件の移送効率を高め、登録商標専用権侵害行為を効率的に阻止する。
4. 馳名商標に対する保護を強化する。商標登録、審判、管理において厳格に法に基づいて馳名商標を認定、保護し、馳名商標企業の合法権益を保護する。

（六）農産物の商標及び地理的表示が都市と農村の計画的発展、地域発展の推進において果たすべき役割を十分に引き出す。

1.「商標富農（知的財産による農民の増収推進）」活動を徹底的に展開する。農民、農村経済組織及び農業に関わる企業に対する商標法律の普及宣伝活動を強化し、農林製品商標、農林業サービス商標、地理的表示証明商標、集団商標の登録を積極的に指導し、農林製品の付加価値の向上及び市場競争力の拡大を進める。有機農産物及びエコロジー農産品の商標登録の推進を強化し、農林製品の質的向上を促進し、食品の安全を保証する。「企業と商標（地理的表示）と農家」の連携による産業化経営モデルの推進に力を入れ、農民の市場進出についての組織化を進め、農林業の現代化、産業化、規模化において商標が果たすべき役割を十分に引き出す。各地の「商標富農（知的財産による農民の増収推進）」活動の経験を速やかに総括し普及を進める。

2.農業関連商標及び地理的表示の登録、活用、保護を拡大し、経済的潜在力を持つ農業に関連する商標及び地理的表示製品の商標登録を適時行うことを支持する。農林製品商標と地理的表示の登録業務を加速する。行政の監督管理の職能を確実に実行し、証明商標所有者に対して真面目に管理義務を履行するよう促し、地理的表示製品の専用表示使用状況の検査を強化し、地理的表示製品の市場における信用及び評判を保護し、地方の特色ある自然及び人文資源を実際の生産力に転化することを促進し、地域経済の発展を促す。

（七）社会仲介機構サービス体系の規範化と発展

1.商標代理組織及び代理人に対する行政監監管理を強化する。「商標代理条例」の制定に力を入れる。商標代理人組織、代理人信用記録、信用ランク評価、違約処罰等の監督管理制度を構築する。

2.健全な商標代理業界自律制度を構築する。商標代理業界の自律規範を制定し、自己管理及び拘束的役割を機能させる。業界の自律管理に対する行政監督を強化する。商標代理人業務及び職業倫理についての研修を強化し、代理人の素質向上を進める。商標代理業界の国際協力及び交流を支援し、商標代理人の海外における商標出願及び商標紛争処理の能力を引き上げる。
3.同業協会による商標業務の展開を支持する。各同業協会の優位性を引き出し、業界にける商標関連情報の交流を促進し、業界及び団体構成員の正当で合法的な商標権益を保護する。同業協会による商標業務に対する監督指導を強化する。

4.商標情報仲介サービスの市場化を養成、発展させる。社会資金の投入による商標情報化の構築を奨励し、それぞれのレベルにおける商標情報に対する需要に応じる。企業による商標情報の付加価値開発利用を奨励する。規範的なネット上における商標取引プラットフォームの構築を支持し、導入と監督管理を強化する。

5.商標価値評価業務を規範化する。業界評価部門と同業協会との意思疎通及び交流を強化し、商標価値評価に関する指導意見の研究及び制定を行い、商標価値評価操作規範の構築を推進し、同評価の社会的信用度を高める。

（八）商標登録管理と公共サービス情報化の構築を加速させる
1.商標登録と管理の情報化レベルを全面的に引き上げる。コンピュータによる熟達した主流技術を採用し、商標登録管理オートメーション化システムを整備し、システムの安全な運営を保証する。商標行政業務の発展及び需要に見合った方針決定支援システム及び情報統計システムを構築する。全国的な商標監督管理情報公表交流プラットフォームを構築する。我が国の検索方式と検索習慣に適合する商標検索システムのさらなる整備を進め、図形商標自動検索システムの実現を目指す。第3期オートメーション化プロジェクトを引き続き実施し、「事務のペーパーレス化」水準を更に高め、商標登録のパソコン電子出願技術を整備し、同出願の全体に占める割合を引き上げる。
2.IT化された公共サービスプラットフォームの整備を強化する。「インターネットを通じた問い合わせ、公告、出願、納入」を基礎とし、「中国商標ネット」の窓口業務を全面的に高め、登録情報及び業務情報の公表を健全化し、国内外の公衆に対してより広範囲のサービスを提供する。問い合わせへの対応体制を整備する。国家による知的財産の基礎的情報に関する公共向けサービスプラットフォームの構築を支持し推進する。高水準で整備の進んだ商標、地理的表示関連のデータセンターを設立する。各地区、各関連業界それぞれの需要に見合った商標情報データベースの構築を指導及び支持する。商標資料館を設立する。
3.商標行政管理業務の透明度を高め、社会全体の商標登録及び保護業務に対する理解を深める。年度ごとに「商標戦略発展報告」を制定、発表し、商標戦略の実施状況をすみやかに公表する。商標法執行機関と企業、一般公衆との間に円滑な意思疎通及び交流ルートを確立、整備する。
（九）商標の普及宣伝教育活動を拡大する。
1.商標の普及宣伝を強化し、社会全体の商標意識を高め、知的財産文化の構築を推進する。政府による主導、主管部門による実施、マスメディアによる支持、一般公衆による幅広い参加商標普及宣伝体制を構築する。マスメディアを十分に利用することで、活発な商標普及宣伝活動を展開し、発明創造を誇りとし、盗作を恥とし、信用を誇りとし、模倣や詐欺を恥とする道徳観念を大いに発揚する。消費者による自発的な粗悪ブランド模倣品に対する排斥意識の確立を積極的に提唱する。商標法普及教育を拡大する。対外的な普及宣伝を拡大し、我が国の商標保護に対する良好な国際イメージを確立する。
2.商標法普及型教育を広く展開する。大学による商標に関連するカリキュラムの開設及び商標研究を支持する。小中学校では商標意識を育む普及宣伝活動を展開する。
（十）各種商標専門人材の育成に力を入れる。
1.育成計画を制定し、商標法の法律知識を党及び政府の指導者、公務員、企業・事業部門、農業産業化組織管理者、専門技術者などの育成内容に組み入れる。
2.商標人材育成拠点の建設を推進する。国家工商総局行政学院の役割を十分に引き出し、商標業務人員の育成を強化する。大学及び研究機関の教育課程を積極的に利用し、商標審査員と各級行政管理者の在職研修を強化する。第一線の法執行人員の育成に力を入れ、定期的な研修制度を作り上げる。商標司法機関、商標行政法執行機関、大学の商標教育課程研究機関、商標法律サービス機関、企業の商標管理部門との間の業務交流の拡大、情報の交換により、互いに向上をはかる。
3.部門間の協調体制を構築し、計画的な商標人材集団の建設を統括する。国家と各省の商標人材バンクと専門人材情報ネットワークプラットフォームの構築を加速させる。商標分野の専門人材の交流の推進に力を入れる。
（十一）商標分野における対外交流及び協力を拡大する
1.商標分野における対外交流及び協力を強化する。我が国の社会経済の発展段階に基づいて、発展目標を明確にし、実際の情況に即した交流政策を制定し、発展段階における内在的な問題を解決する。商標分野における対外的な情報交流体制の構築及び整備を行う。世界知的所有権機関(WIPO)、世界貿易機関(WTO)、アジア太平洋経済協力機構（APEC）、自由貿易区協定及びその他二国間経済貿易及び知的財産交流に関わる協力体制を十分に利用して、我が国と貿易関係のある国家間との円滑な二国間、多国間商標交流ルートを構築する。商標専門人材の対外研修及び交流を推進する。商標分野における国際秩序の構築に積極的に参与し、商標に関する国際規則の制定及び改正に参与し、国際機関の関係議事に参与し、我が国の商標分野における国際的影響力を拡大し、名声及び権益を守る。
2.企業による海外商標権保護申し立てに関する協調体制を構築する。各級政府及び関連主管部門の職能及び商標仲介組織、同業協会の優位性を十分に発揮し、効率的な権利保護紛争に関する情報連絡体制を構築する。多国間、二国間の商標分野における協力体制、商標主管機関による協議等の方式を十分に利用し、我が国の企業の海外における合法的な商標権益を守り、我が国の対外貿易及び経済の発展にとって良好な国際環境を創出する。
四、実施計画
（一）戦略段階計画
2020年までの各商標戦略目標の全面的な実施・実現を保証するため、戦略任務の統一的な計画及び全体的な手配を進め、国民経済及び社会発展のための五ヵ年計画に基づいて戦略実施を三段階に分ける。
第一段階：2009-2010年。各任務を細分し、実施のための具体的な手順を確定した上で、任務の分担、各種戦略実施体制の確立を行い、全面的に各任務の実行を開始する。重点項目は以下の通り。
一.商標法の改正及び整備。二.各実施業務体制の模索及び確立。三.2010年前までの商標審査遅延問題の解決。四.整備された地理的表示保護制度の確立。五.戦略実施及び宣伝の強化。六.商標代理サービス業の規範化。以上の任務により戦略実施初歩段階における成果を達成する。

第二段階：2011-2015年。国民経済及び社会の発展のための第12次五カ年計画に基づいて、前段階における成果および経験の総括を前提として、以下の内容を重点的に推進する。
一.企業の商標活用、保護、管理能力の向上。二.公衆に対する普及宣伝教育の更なる強化。三.商標審査、審査員管理制度の整備。四.IT化水準の向上。五.法律・法規の整備。以上の任務を達成することにより実質的な社会発展を実現する。

第三段階：2016-2020年。地域及び業界それぞれの発展状況に応じた指導を行い、総合的な協調及び整備を進める。各戦略目標を全面的に実施する。

各戦略階段においては、年度ごとに実施方案を作成し、毎年末に年度実施状況の総括及び評価を行う。

（二）指導計画
1.国家工商総局は商標戦略実施指導グループを発足し、商標戦略実施の指導業務を全面的に担当する。総局局長は指導グループの責任者を、主管副局長は副責任者をそれぞれ任命し、総局の関連司局、直属の事業部門の責任者をそれぞれ指導グループの構成員とする。指導グループは事務所を設立し、商標局が事務所の職能を受け持ち、商標局局長が事務所主任を任命する。

2.商標戦略実施指導グループの主な職責：商標戦略の統一的な実施計画、商標戦略に関する意見及び年度別実施方案の研究、制定、調整を行う。関連政策措置の実施状況に対して指導、督促、検査を行う。商標戦略実施過程における重大問題の協調及び解決を行う。商標戦略実施業務に関連するその他重要事項の研究及び調整を行う。

（三）責任分担

各関連部門の責任分担は、商標戦略実施指導グループが決定する。各省、自治区、直轄市の工商行政管理局は当該地区の特色及び実情に即して、現地政府の制定した区域における商標戦略を自発的に制定または推進し、総局の各業務要求を遂行し、効率的に業務の実施を進める。

（四）経費保障

商標戦略実施の使途特定経費予算と支出制度を確立し、戦略実施の際の各種経費を保障する。
以上
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